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１．モデル事業全般

Ｑ１－１． 令和２～７年度にモデル事業を実施している団体は提案可能か。

A. 提案可能であるが、本事業は既に行われた取組の支援を行うものではな
く、交付決定後に新たに着手する取組について支援するものであること
に留意されたい。

Ｑ１－２．
今回採択された場合、後年度のモデル事業に応募することは可能
か。

A. 次年度以降の予算等は未定であるが、モデル事業が実施された場合、応
募は可能と考えられる。

２．事業内容

Ｑ２－１．
同一県内の複数市町村を対象とした場合、複数の事業実施地域と
認められるか。

A. 認められる。ただし、他地域への横展開が可能な実証モデルとなるよう
な工夫の有無が評価対象となる。

Ｑ２－２． 既に取り組んでいる事業を対象とした申請は可能か。

A. 本事業は既に行われた取組の支援を行うものではなく、交付決定後に新
たに着手し、実施する取組について対象とするものである。ただし、交
付決定前に関係者との調整等の事前準備がなされていることを妨げるも
のではない。（経費の対象とはならない。）

Ｑ２－３． 事業費は５００万円に合わせて申請する必要があるか。

A. 補助事業の効率性や自立・自走に向けた見通しを審査するため、上限額
に拘わらず補助対象外経費も含む事業費総額を記載すること。その際、
補助対象経費を明確にすること。なお、所要額が５００万円に満たない
場合も審査上不利になることはないため、実態に沿って記載すること。

Ｑ２－４．
本補助金以外の収入がある場合、上限額についてはどのようにな
るか。

A. 事業費のうち、補助対象経費から当該収入額を控除した額が実際の補助
対象となる。

Ｑ２－５． 具体的にどのような取組を想定しているか。

A. 関係人口の創出・拡大に留まらず、これを地域課題等に照らし、効果的
に活用することで、地域に対して定量的・定性的な両面から好影響をも
たらす取組を提案すること。なお、各地域の取組内容について特段の制
限は設けないが、地域課題へ丁寧に向き合うとともに、次年度以降の事
業としての継続性及び他地域への横展開性を備えた内容とすること。
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２．事業内容

Ｑ２－６． 事業の一部に含まれる場合も対象となるか。

A.
原則として、一体的に取り組まれる内容のすべてについて補助対象とな
る。
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Ｑ３－３． 地方公共団体からの推薦書の提出は必要か。

A. 推薦書は不要であるが、事業実施地域である地方公共団体の担当部署と
連絡を取った上で、連携状況を確認できるよう、申請提出書類及び様式
１の「４．事業実施体制」に担当係名（○○係）まで記載すること。

３．申請手続・交付手続

Ｑ３－１． 複数団体による共同申請は可能か。

A. 補助金の交付を受ける法人１者からの申請とされたい。ただし、共同し
て事業を行う者がある場合は、様式１の「４．事業実施体制」に記載す
ること。

Ｑ３－２． 同じ団体が複数の申請を行うことは可能か。

A. 異なる内容であり、いずれも応募要件を満たしていれば可能である。

Ｑ３－４． 申請日以降に法人化を予定している任意団体は応募可能か。

A. 申請時点で法人格を有していない場合は提案できない。

Ｑ３－５． 提出様式の分量に定めはあるか。

A. 様式１については記載の注意事項に従うこと。

Ｑ３－６．
補足資料として説明用の資料（スライド）を添付することは可能
か。

A. 補足資料の添付は可能であるが、審査は様式に基づいて行うことに留意
されたい。

Ｑ３－７． 応募内容についての相談は可能か。

A. 募集開始以降、採択団体の決定までの間のうち定められた期間において、
提案内容についての個別相談を受け付けるので、募集要領を参照のこと。
なお、募集要領の記載内容等に関する問合せについても、募集要領に基
づき一定の期間受け付ける。



Ｑ４－１．
拠点施設の整備費及び維持経費（賃料・光熱水費等）は対象とな
るか。

A. 施設整備費は対象外であることから、業務の実施に必要な施設がある場
合は賃借やリース 等を検討すること。また、業務に必要な範囲・期間
の施設の賃料・光熱水費については対象となり得るが、交付決定前から
有する本社や支社の維持経費等については対象外である。
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４．対象経費

Ｑ４－２． 既存のウェブページやシステムの改良等も対象となるか。

A. 対象となるが、財産として取得する場合は交付規程に則って適切に管理
等を行う必要がある。

Ｑ４－３．
カメラ等の資機材のリース、オンラインツールの月額利用料は対
象となるか。

A. 業務に必要であれば対象となるが、交付決定以降に契約や利用登録を行
うもののみが対象であり、補助事業完了後の分については対象外として
日割り計算すること。

Ｑ４－４．
本補助事業において取得した財産について、事業完了後はどのよ
うに扱えばよいか。

A. 本事業により取得した財産については、交付規程に基づき、事業完了後
においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交
付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。また、取
得した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸
し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、事務局の承認が必
要となる場合があるほか、財産の処分により収入があると認める場合に
は、その収入の全部又は一部を事務局に納付させることがあることから、
賃借やリース等も検討すること。

Ｑ４－５． 備品と消耗品の判断基準はあるか。

A. 機械器具その他原形のまま比較的長期の反復使用に耐えうるものが財産
（備品）となり、金額による区分は設けていないが、具体的には採択後、
交付申請までの間に事務局と協議することとなる。

Ｑ４－６． 本事業における制作物の著作権はどうなるか。

A. 本事業における制作物の著作権は間接補助事業者に帰属する。



４．対象経費

Ｑ４－７． 補助金の申請・交付は、消費税込みまたは抜きで行うのか。

A. 税制上、補助金は消費税の課税対象となる売上収入ではなく、特定収入
となるため、消費税はかからない。このため、間接補助事業者が消費税
の免税事業者であるかによって、申請方法や手続きが異なる。
消費税の免税事業者である場合には、経費が課税対象かどうかによらず
支払った額で申請いただき、使用した経費にそのまま充てることができ
る。一方、消費税の課税事業者の場合には、消費税を除いた額(非課税
対象の経費についてはそのままの取引価格)で申請いただき、間接補助
事業者の決算・税務申告の中で対応いただくこととなる。この場合、消
費税込みの額で申請いただくこともできるが、間接補助事業者の決算・
税務申告時に仕入控除税額が確定した際、事務局への報告と国への返還
が義務づけられるため、留意されたい。なお、簡易課税を選択している
事業者については、経費が課税対象かどうかによらず支払った額で申請
いただくが、交付決定額の決定の際には、事務局とその手続きについて
相談されたい。
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５．様式

Ｑ５－１． 人件費の計上方法について定めはあるか。

A. 本事業において補助対象となる人件費は、当該事業に実際に従事する従
業員に限って算定される。人件費の単価は、従業員ごとの給与水準に応
じて、公的な基準に基づいて設定される金額を用いることとする。なお、
具体的な単価については、事業の採択後から交付申請までの間に、事務
局との協議により決定される。
なお、人件費の対象は従業員のみであり、収益によって事後に大幅に変
更しうる役員報酬は対象にはならない。ただし、役員についての労務分
の給与を計上することは可能である。また、雇用契約ではなく（準）委
任契約に基づく場合は、人件費として計上することは可能だが、人件費
に関する証憑類が揃えられる者を対象とする。

Ｑ５－２． 謝金の基準はあるか。

A. 謝金について特段の基準はないが、事業完了後の実績報告において、社
内規程等の写しの提出を求める。

Ｑ５－３． 通信費等の按分方法について定めはあるか。

A. 本事業のために直接費消したものを経理区分して計上することを基本と
し、これが困難または著しく不合理な場合は、按分根拠を明示した上で、
事業実施日数等による日割や業務状況に基づく按分も可とする。



問い合わせ先

【関係人口創出・拡大のための対流促進事業】
令和８年度関係人口創出・拡大のための対流促進事業は内閣府から補助事業者の採択を受け
ランドブレイン株式会社が実施しています。 問い合わせは次の連絡先にお願いします。
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「関係人口創出・拡大のための対流促進事業」事務局

ランドブレイン株式会社

• 住 所 ： 〒１０２－００９３

東京都千代田区平河町１－２－１０

• T E L ： ０８０ – ７３２３ – ５７６６

（平日 １０：００-１２：００、 １３：００-１７：００）

• E-mail ： kankei2026@landbrains.co.jp
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